
令和元年度名古屋市教育委員会第46号議案 

   名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則案について 

1  改正内容・理由 

 (1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162  号）第

23条第 1 項の規定に基づき、教育に関する事務のうち、スポーツに関する

事務を市長が管理・執行すること等に伴い、規定を整備します。 

  ア 指導部学校保健課の分掌事務の変更について 

教育スポーツ協会に関する事務については、これまで同協会が実施す

る市民のスポーツ振興事業と関連の深いスポーツ振興課が所管しており

ましたが、スポーツに関する事務の移管後も、同協会が実施する学校給

食事業について、これまでどおり運営状況を把握するとともに、円滑な

運営及び効率化等のために必要な指導調整を行っていく必要があるため、

引き続き教育委員会において所管するものとし、学校保健課の分掌事務

とします。 

イ 生涯学習部生涯学習課の分掌事務の変更について 

  学校における体育に係る部活動に関する事務については、これまでス

ポーツ振興課が所管しておりましたが、スポーツに関する事務の移管後

も、学校教育の一環として引き続き教育委員会の所管となるため、生涯

学習課の分掌事務とします。 

ウ 生涯学習部スポーツ振興課等の組織の廃止について 

  スポーツ振興課並びに主幹（スポーツ施設）、主幹（瑞穂公園整備推

進）及び主幹（瑞穂公園陸上競技場の改築）を廃止します。 

 (2) その他規定を整備します。 

2  施行期日 

  令和 2 年 4 月 1 日から施行します。 

3  規則案・新旧対照 

  別紙のとおり 



（案）

 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 2 年 3 月 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二  

名古屋市教育委員会規則第 号 

   名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則 

 名古屋市教育委員会事務局規則（昭和32 年名古屋市教育委員会規則第 9 号）

の一部を次のように改正する。 

 第 2 条生涯学習部の項中「スポーツ振興課」を削る。 

 第 3 条子ども応援委員会制度担当部子ども応援室の項中第 3 号を第 4 号とし、

第 2 号の次に次の 1 号を加える。 

 (3) 児童生徒の支援（他の部の主管に属するものを除く。）に関すること。 

第 3 条指導部学校保健課の項に次の 1 号を加える。 

 (6) 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会に関すること。 

 第 3 条生涯学習部生涯学習課の項第 5 号及び第 8 号中「課」を削り、同項第

9 号中「（他の課の主管に属するものを除く。）」を削り、同項第10号中「課」

を削り、同号を同項第11 号とし、同項第 9 号の次に次の 1 号を加える。 

 (10) 学校における部活動に関すること。 

 第 3 条生涯学習部スポーツ振興課の項を削る。 



 第 9 条第 3 項の表生涯学習部の項中 

「 

部活動振興 1  小学校における部活動の見直しの推進に関 1

 すること。  

スポーツ施

設 

1  総合体育館、体育館、瑞穂運動場、港サッ

カー場、プール、名城庭球場、スポーツトレ

ーニングセンター及び志段味スポーツランド

に関すること。 

2  体育館その他のスポーツ施設の調査並びに

整備の計画及び実施に関すること。 

3  スポーツ施設の管理等に関する合理化に関

すること。 

4  中学校施設のスポーツ開放に関すること。 

5  瑞穂公園の管理に関すること。 

1

瑞穂公園整

備推進 

1  瑞穂公園の整備推進に関すること。 

2  瑞穂公園陸上競技場整備等事業者選定審議

会に関すること。 

1

瑞穂公園陸

上競技場の

改築 

1  瑞穂公園陸上競技場の改築に関すること。 1

                                」 

「 

部活動振興 1  学校における部活動に関すること。 

2  小学校における部活動の見直しの推進に関

すること。 

1

                                」 

める。 

を 

に改 



 第11条第 6 項中「及び学校栄養職員」を「、学校栄養職員、業務士及び調理

員」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 



 （参 考） 

            新  旧  対  照 

 名古屋市教育委員会事務局規則（抜すい） 

改 正 案 現   行 

第 2 条 事務局に次の部、担当部、課及

び室を置く。

第 2 条 事務局に次の部、担当部、課及

び室を置く。 

総務部

教務部

総務部

教務部

 子ども応援委員会制度担当部 

 指導部 

 生涯学習部 

  生涯学習課 

  文化財保護室 

第 3 条 前条の課及び室の分掌事務は、

次のとおりとする。 

 総務部 

 教務部 

 子ども応援委員会制度担当部 

  子ども応援室 

 (1)～(2) （略） 

 (3) 児童生徒の支援（他の部の主管に 

属するものを除く。）に関すること。

 (4) （略） 

 指導部 

  指導室 （略） 

  学校保健課 

 子ども応援委員会制度担当部 

 指導部 

 生涯学習部 

  生涯学習課 

  スポーツ振興課 

  文化財保護室 

第 3 条 前条の課及び室の分掌事務は、

次のとおりとする。 

 総務部 

 教務部 

 子ども応援委員会制度担当部 

  子ども応援室 

 (1)～(2) （略） 

 (3) （略） 

 指導部 

  指導室 （略） 

  学校保健課 

（略） （略） 

（略） （略） 



 (1)～(5) （略） 

 (6) 公益財団法人名古屋市教育スポー

ツ協会に関すること。 

 生涯学習部 

  生涯学習課 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 社会教育施設（他の室の主管に属 

するものを除く。）に関すること。 

 (6)～(7) （略） 

 (8) 社会教育関係団体（他の室の主管

に属するものを除く。）に関するこ

と。 

 (9) 学校施設の開放に関すること。 

 (10) 学校における部活動に関するこ

と。 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、こ

の部の主管事務に関し他の室の主

管に属しない事務に関すること。 

 (1)～(5) （略） 

 生涯学習部 

  生涯学習課 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 社会教育施設（他の課室の主管に

属するものを除く。）に関すること。

 (6)～(7) （略） 

 (8) 社会教育関係団体（他の課室の主

管に属するものを除く。）に関する

こと。 

 (9) 学校施設の開放（他の課の主管に

属するものを除く。）に関すること。

 (10) 前各号に掲げるもののほか、こ 

の部の主管事務に関し他の課室の

主管に属しない事務に関すること。

 スポーツ振興課 

(1) スポーツの普及及び振興に関する 

こと。 

 (2) 市民スポーツ及びレクリエーショ 

ンの指導及び奨励に関すること。 

 (3) スポーツ推進審議会に関すること。

 (4) 体育関係団体及びレクリエーショ

ン関係団体に関すること。 

 (5) スポーツ推進委員に関すること。 

 (6) 学校における部活動（体育に係る 

ものに限る。）に関すること。 



  文化財保護室 （略） 

第 9 条 （略） 

2  （略） 

 (7) 体育館その他のスポーツ施設に関

すること。 

 (8) 学校施設のスポーツ開放に関する

こと。 

 (9) 瑞穂公園の管理に関すること。 

 (10) 瑞穂公園陸上競技場整備等事業

者選定審議会に関すること。 

 (11) 教育スポーツ協会に関すること。

  文化財保護室 （略） 

第 9 条 （略） 

2  （略） 

3  第 6 条第 2 項及び第 3 項に規定する 

 主幹を置く部、その分担事項及びその 

 数は、次表のとおりとする。 

3  第 6 条第 2 項及び第 3 項に規定する

 主幹を置く部、その分担事項及びその

 数は、次表のとおりとする。 

主幹を

置く部

表示す

る分担

事項 

分担事項の細目 

主

幹

の

数

 （略） 

生涯学

習部 

（略） 

部活動

振興 

1  学校における部

活動に関すること。

2  小学校における

部活動の見直しの

推進に関すること。

1

主幹を

置く部

表示す

る分担

事項 

分担事項の細目 

主

幹

の

数

 （略） 

生涯学

習部 

（略） 

部活動

振興 

1  小学校における 

部活動の見直しの

推進に関すること。

1

スポー

ツ施設

1  総合体育館、体

育館、瑞穂運動場、

港サッカー場、プ

ール、名城庭球場、

スポーツトレーニ

ングセンター及び

志段味スポーツラ

ンドに関すること。

2  体育館その他の

スポーツ施設の調

査並びに整備の計 

1



4  （略） 

第11条 （略） 

2 ～ 5  （略） 

6  管理主事は、上司の命を受けて教職

員（学校事務職員、学校栄養職員、業

務士及び調理員を除く。）の人事管理

等に関する事務を行う。 

画及び実施に関す

ること。 

3  スポーツ施設の

管理等に関する合

理化に関すること。

4  中学校施設のス

ポーツ開放に関す

ること。 

5  瑞穂公園の管理

に関すること。 

瑞穂公

園整備

推進 

1  瑞穂公園の整備

推進に関すること。

2  瑞穂公園陸上競

技場整備等事業者

選定審議会に関す

ること。 

1

 瑞穂公

園陸上

競技場

の改築

1  瑞穂公園陸上競

技場の改築に関す

ること。 

1

4  （略）

第11条 （略） 

2 ～ 5  （略） 

6  管理主事は、上司の命を受けて教職

員（学校事務職員及び学校栄養職員を

除く。）の人事管理等に関する事務を

行う。



Ｒ元年度機構図現行体制
Ⅱ　総務部 Ⅲ　主幹（教職員定数・給与等） Ⅱ　生涯学習部

Ⅲ　総務課 Ⅳ　主査（教職員定数・給与等） Ⅲ　生涯学習課

Ⅳ　人事係 Ⅲ　学事課 Ⅳ　生涯学習係

Ⅳ　調査係 Ⅳ　学校財務係 Ⅳ　主査（女性教育）

Ⅳ　庶務係 Ⅲ　主幹（働き方改革） <兼> Ⅳ　管理係

Ⅳ　主査（総合教育会議等） Ⅳ　主査（働き方改革） <兼> Ⅳ　社会教育係

Ⅳ　企画統計係 Ⅳ　主査（私学助成） Ⅳ　主査（図書館改革の推進）

Ⅳ　経理係 Ⅲ　学校事務センター Ⅲ　スポーツ振興課　

Ⅲ　主幹（調査） Ⅳ　就学援助係 Ⅱ　参事（図書館改革の推進）<兼>

Ⅲ　企画経理課 Ⅳ　主査（就学奨励等） Ⅲ　主幹（図書館改革の推進）

Ⅳ　主査（同和教育） Ⅳ　給与係 Ⅳ　少年スポーツ係　

Ⅲ　教育環境計画室 Ⅱ　子ども応援委員会制度担当部 Ⅳ　施設係　

Ⅲ　人権教育室 Ⅳ　事務支援係 Ⅳ　市民スポーツ係　

Ⅳ　主査（人権教育） Ⅳ　主査（学校事務改善）×11 <兼> Ⅳ　主査（アジア大会）　

Ⅳ　主査（いきいき学校づくり）×3 Ⅳ　主査（企画調整） Ⅲ　主幹（スポーツ施設）

Ⅲ　主幹（ｱｾｯﾄの特命事項処理） <併> Ⅱ　指導部 Ⅳ　主査（管理等合理化）

Ⅳ　計画係 Ⅲ　子ども応援室 Ⅲ　主幹（部活動振興）

Ⅲ　主幹（いきいき学校づくり）×3 Ⅳ　子ども応援係 Ⅳ　主査（部活動振興）

Ⅳ　管理係 Ⅲ　主幹（高校幼稚園教育） Ⅲ　文化財保護室

Ⅳ　整備係 Ⅳ　主査（高・幼特命事項処理） Ⅳ　文化財保存活用係

Ⅳ　主査（ｱｾｯﾄの特命事項処理）<併> Ⅲ　指導室 Ⅲ　主幹（瑞穂公園整備推進）

Ⅲ　学校整備課 Ⅳ　事務係 Ⅳ　主査（瑞穂公園整備推進）

Ⅳ　主査（環境整備推進） Ⅲ　主幹（企画調整） Ⅲ　上汐田教育集会所 <充>

Ⅱ　教務部 Ⅳ　主査（企画調整） Ⅳ　主査（上汐田教育集会所）

Ⅳ　主査（アセット） Ⅲ　主幹（特別支援教育） Ⅳ　主査（埋蔵文化財）

Ⅳ　営繕係 Ⅳ　主査（特支教育推進） Ⅳ　主査（文化財活用推進）

Ⅳ　主査（運営システム） Ⅳ　保健体育係

Ⅳ　主査（高・幼連絡調整） <兼> Ⅳ　小学校給食係

Ⅲ　教職員課 Ⅳ　主査（個別最適化された学び） Ⅲ　見晴台考古資料館 <充>

Ⅳ　管理係 Ⅲ　学校保健課

廃 止 組 織

Ⅰ：局長級　Ⅱ：部長級　Ⅲ：課長級　Ⅳ：係長級　Ⅴ：吏員級

公 所 組 織

Ⅳ　主査（給食業務の効率化）

Ⅲ　野外教育センター× 2

事 務 局 内 組 織 Ⅲ　子ども適応相談センター

Ⅳ　主査（特支連絡調整） <兼> Ⅳ　中学校給食係

Ⅳ　安全衛生係 Ⅲ　主幹（給食業務の効率化）



Ｒ２年度機構図新体制
Ⅱ　総務部 Ⅲ　主幹（教職員定数・給与等） Ⅱ　生涯学習部

Ⅲ　総務課 Ⅳ　主査（教職員定数・給与等） Ⅲ　生涯学習課

Ⅳ　人事係 Ⅲ　学事課 Ⅳ　生涯学習係

Ⅳ　調査係 Ⅳ　学校財務係 Ⅳ　部活動振興係

Ⅳ　庶務係 Ⅲ　主幹（働き方改革） <兼> Ⅳ　管理係

Ⅳ　主査（総合教育会議等） Ⅳ　主査（働き方改革）×2 <兼> Ⅳ　社会教育係

Ⅳ　企画統計係 Ⅳ　主査（私学助成） Ⅳ　主査（部活動振興）×2

Ⅳ　経理係 Ⅲ　学校事務センター Ⅱ　参事（図書館改革の推進）<兼>

Ⅲ　主幹（調査） Ⅳ　就学援助係 Ⅳ　主査（女性教育）

Ⅲ　企画経理課 Ⅳ　主査（就学奨励等） Ⅲ　主幹（部活動振興）

Ⅳ　主査（同和教育） Ⅳ　給与係 Ⅲ　文化財保護室

Ⅲ　教育環境計画室 Ⅱ　子ども応援委員会制度担当部 Ⅳ　文化財保存活用係

Ⅲ　人権教育室 Ⅳ　事務支援係 Ⅲ　主幹（図書館改革の推進）

Ⅳ　主査（人権教育） Ⅳ　主査（学校事務改善）×11 <兼> Ⅳ　主査（図書館改革の推進）

Ⅳ　主査（いきいき学校づくり）×3 Ⅳ　主査（企画調整） Ⅲ　上汐田教育集会所 <充>

Ⅲ　主幹（ｱｾｯﾄの特命事項処理） <併> Ⅳ　主査（システム・制度改革） Ⅳ　主査（上汐田教育集会所）

Ⅳ　計画係 Ⅲ　子ども応援室 Ⅳ　主査（埋蔵文化財）

Ⅲ　主幹（いきいき学校づくり）×3 Ⅳ　子ども応援係 Ⅳ　主査（文化財活用推進）

※鶴舞中央図書館、博物館、
美術館、科学館については組
織改正なし

学校情報化支援部に主査（個
別最適化された学びに係るICT
環境整備の推進）を配置

<充>

Ⅲ　学校整備課 Ⅲ　指導室

Ⅱ　教務部 Ⅲ　主幹（企画調整）

Ⅳ　主査（学校施設のリフレッシュ） Ⅳ　主査（高・幼特命事項処理）

Ⅳ　営繕係 Ⅲ　主幹（特別支援教育）

Ⅳ　管理係 Ⅳ　事務係

Ⅳ　整備係 Ⅲ　主幹（高校幼稚園教育）

Ⅳ　主査（ｱｾｯﾄの特命事項処理）<併> Ⅱ　指導部 Ⅲ　見晴台考古資料館

Ⅳ　主査（環境整備推進） Ⅳ　主査（特支教育推進）

○教育センター
＜部長級公所＞

（指導室主査（個別最適化さ
れた学びの推進）が兼務）

Ⅳ　主査（運営システム） Ⅲ　学校保健課

Ⅳ　主査（高・幼連絡調整） <兼> Ⅳ　保健体育係

Ⅲ　教職員課 Ⅳ　主査（企画調整）

Ⅳ　管理係

Ⅰ：局長級　Ⅱ：部長級　Ⅲ：課長級　Ⅳ：係長級　Ⅴ：吏員級

Ⅳ　主査（給食業務の効率化）

事 務 局 内 組 織 Ⅲ　野外教育センター× 2

公 所 組 織 Ⅲ　子ども適応相談センター

増 員 等 組 織

Ⅳ　主査（特支連絡調整） <兼> Ⅳ　小学校給食係

Ⅳ　安全衛生係 Ⅳ　中学校給食係

Ⅲ　主幹（給食業務の効率化）

Ⅳ　主査（個別最適化された学び）


